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○阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業補助金交付要綱 

平成25年10月1日 

告示第79号 

改正　平成26年4月1日告示第47号 

平成27年3月31日告示第35号 

平成29年6月1日告示第61号 

平成30年7月1日告示第83号 

平成31年3月22日告示第30号 

令和元年7月1日告示第24号 

令和2年6月1日告示第77号 

(趣旨) 

第1条　この告示は、阿波市に存在する地震時等に倒壊等により道路を閉塞する恐れのある

老朽化して危険な空き家及び空き建築物について、その所有者等が危険な空き家及び空き

建築物の解体、撤去又は処分に係る工事を行う場合に、予算の範囲内で、阿波市老朽危険

空き家・空き建築物除却支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付し、その経費

の一部を助成することにより、地域の防災性の向上や住環境の整備改善を図ることを目的

とし、その交付については、社会資本整備総合交付金交付要綱(社会資本整備総合交付金

交付要綱について(平成22年3月26日付け国官会第2317号))、小規模住宅地区等改良事業

制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)、住宅市街地総合整備事業制度要綱(平

成16年4月1日付け国住市第350号)及び阿波市補助金交付規則(平成17年阿波市規則第38

号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

(用語の定義) 

第2条　この要綱に定めるもののほか、この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)　補助事業　阿波市がこの告示に基づき、老朽危険空き家等の解体等に対して補助を

行う事業をいう。 

(2)　老朽危険空き家　補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後

も居住の用に供される見込みのない住宅で、次の要件を満たすものをいう。 

ア　住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地

区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に

応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程度及
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び防火上又は避難上の構造の程度の評点の合計が100点以上であるもの。 

イ　倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難及び救助活動に支障をきたす恐れがある

もの。 

ウ　倒壊の危険性がある空き家として是正指導したもの 

(3)　老朽危険空き建築物　補助事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、

今後も従来の用に供される見込みのない建築物で、次の要件を満たすものをいう。 

ア　住宅地区改良法施行規則第1条の規定を準用し、同条各号中の「住宅」を「建築物」

として読み替え、同条各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、

構造一般の程度、構造の腐朽又は破損の程度及び防火上又は避難上の構造の程度の評

点の合計が100点以上であるもの。 

イ　倒壊すれば接面(前面)道路を閉塞し、避難及び救助活動に支障をきたす恐れがある

もの。 

ウ　倒壊の危険性がある空き建築物として是正指導したもの。 

(4)　施工者　次のいずれかの者で阿波市内に本店、支店等の事業所を有するもの(個人事

業者を含む。)をいう。 

ア　建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けた者 

イ　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1

項に規定する登録を受けた者 

(5)　所有者等　次のいずれかの者をいう。 

ア　空き家の所有者 

イ　その他市長がアに掲げる者と同等と認める者 

(6)　対象経費　家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)を除

き、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に

より算出した経費(当該補助事業に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を除

く。)をいう。 

(7)　空き家判定業務　とくしま地方創生空き家判定マニュアルに基づき、空き家判定士

が実施する空き家判定をいう。 

(8)　空き家判定士　とくしま地方創生空き家判定士登録要綱に基づき、とくしま地方創

生空き家判定士として徳島県に登録された者をいう。 

(9)　委託機関　空き家判定士の派遣等の業務を阿波市と委託契約した団体をいう。 

(補助の対象) 
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第3条　この告示に定める補助事業の対象となる老朽危険空き家及び老朽危険空き建築物

は、次に掲げる要件を全て満たしたものでなければならない。 

(1)　この告示以外の助成金の交付を受けていないもの 

(2)　同一敷地内において、この告示に基づく補助事業の助成金の交付を受けていないも

の 

(3)　所有者等に市税の滞納がないもの 

(4)　国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないもの 

(補助金の額等) 

第4条　補助金の額は、対象経費に3分の2を乗じて得た額以内とし、その額は、60万円を限

度とする。 

2　前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。 

(補助金の交付の申請等) 

第5条　補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手

する前に阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1)　空き家判定業務申込書(様式第2号) 

(2)　建物概要書(様式第3号) 

(3)　建物の所有者が確認できる書類 

(4)　建物の付近見取り図 

(5)　所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合) 

(6)　補助事業実施計画書(様式第4号) 

(7)　解体工事見積書の写し 

(8)　建物平面図(対象箇所を明示したもの) 

(9)　写真 

(10)　建設業の許可又は解体工事業の登録を受けていることを証する書類 

(11)　その他市長が必要と認める書類 

2　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容及び空き家判定結果を審査し、

補助金の交付をすることが適当と認めるときは、阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却

支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。 

(事業内容の変更) 

第6条　申請者は、補助金の交付決定を受けた後、補助事業の内容を変更しようとするとき
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は、阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業補助金交付変更申請書(様式第6号)

に変更後の補助事業実施(変更)計画書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

2　市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該変更の承認を

するときは、阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業補助金変更決定通知書(様

式第7号)により申請者に通知するものとする。 

(事業の着手) 

第7条　補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行わなければならない。 

(事業の中止又は廃止) 

第8条　申請者は、補助金の交付決定後において、補助事業を中止し、又は廃止しようとす

る場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。 

(空き家判定業務の実施) 

第9条　空き家判定士は、申込みのあった空き家住宅へ訪問し、空き家判定業務を実施する。 

2　空き家判定士は、空き家判定業務結果の書類を市長へ提出するとともに、申請者に対し、

空き家判定業務結果を報告するものとする。 

3　市長は、空き家判定業務を委託機関に委託する場合は、申請者に対し、空き家判定業務

に必要な経費に5分の1を乗じて得た額を申請時に請求するものとする。 

(事業の完了報告) 

第10条　申請者は、補助事業が完了したときは、完了の日から30日以内又は補助金の交付

決定のあった年度の3月15日のいずれか早い日までに、阿波市老朽危険空き家・空き建築

物除却支援事業完了報告書(様式第9号)に次に定める書類を添えて、市長に提出しその検

査を受けなければならない。 

(1)　請負契約書の写し 

(2)　請求書及び領収書の写し(解体工事を行った施工者が発行したもの) 

(3)　工事写真(施工前、しゅん工時、分別解体時等の補助事業の内容が確認できるもの) 

(4)　産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し 

(5)　産業廃棄物収集運搬許可証の写し 

(6)　産業廃棄物処分業許可証の写し 

(7)　その他市長が必要と認める書類 

2　市長は、前項の事業完了報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めると

きは、補助金の額を確定し、阿波市老朽危険空き家・空き建築物除却支援事業補助金交付
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額確定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。 

(補助金の交付) 

第11条　補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。 

2　申請者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、阿波市老朽危険空

き家・空き建築物除却支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければな

らない。 

(補助金の返還) 

第12条　市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

(1)　申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。 

(2)　前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

(書類の保管) 

第13条　この事業に関する書類は、事業完了後10年間保存するものとする。 

(その他) 

第14条　この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

この告示は、平成25年10月1日から施行する。 

附　則(平成26年4月1日告示第47号) 

この告示は、平成26年4月1日から施行する。 

附　則(平成27年3月31日告示第35号) 

この告示は、平成27年4月1日から施行する。 

附　則(平成29年6月1日告示第61号) 

この告示は、平成29年6月1日から施行する。 

附　則(平成30年7月1日告示第83号) 

この告示は、平成30年7月1日から施行する。 

附　則(平成31年3月22日告示第30号) 

この告示は、平成31年4月1日から施行する。 

附　則(令和元年7月1日告示第24号) 

この告示は、令和元年7月1日から施行する。 

附　則(令和2年6月1日告示第77号) 

この告示は、令和2年6月1日から施行する。 



 

6/19

 



 

7/19

 



 

8/19

 



 

9/19

 



 

10/19

 



 

11/19

 



 

12/19

 



 

13/19

 



 

14/19

 



 

15/19

 



 

16/19

 



 

17/19

 



 

18/19

 



 

19/19

様式第1号(第5条関係) 

様式第2号(第5条関係) 

様式第3号(第5条関係) 

様式第4号(第5条関係) 

様式第5号(第5条関係) 

様式第6号(第6条関係) 

様式第7号(第6条関係) 

様式第8号(第8条関係) 

様式第9号(第10条関係) 

様式第10号(第10条関係) 

様式第11号(第11条関係) 


